
本部は本日、２０２６年度賃金引き上げ、夏季手当及び諸要求の申し入れに

対する第６回団体交渉を開催し、会社から以下の通り回答がありました。

再申し入れ団体交渉は３月２７日です。

ＪＲ東海労はイカサマ・低額回答を許さず闘います！

ＪＲ東海労ニュース
№２９８９

２０２６年３月１９日
ＪＲ東海労働組合

速 報
ベア回答１０，５００円

２０２６春闘第６回団交

要求とかけ離れたイカサマ回答、席上再申し入れ

会 社 回 答
１．新賃金

（１）定期昇給の標準乗数は４とする。

（２）３５歳ポイントの基本給を１０，５００円引

き上げる。

（３）職務手当・通勤手当・日直手当、宿直手当

（詳細は業務速報参照）を引き上げる。

２．夏季手当

（１）支給月数３．１箇月分とする。

（２）支給日は６月３０日以降準備でき次第とする。


